
別 記 
 

法第９６条第１項・法第９７条第１項 

（○で囲むこと） 

１遺 跡 の 種 類 散布地（包蔵地） 集落跡 貝塚 都城跡 官衙跡 城館跡 社寺跡 古墳 

横穴墓 その他の墓 生産遺跡 屋敷 その他の遺跡（        ） 

遺 跡 の 時 代 旧石器 縄文 弥生 古墳 奈良 平安 中世 近世 その他（   ） 

２所 在 地  

住 所： 
３土 地 所 有 者 

氏名等： 

住 所： 
４土 地 占 有 者 

氏名等： 

５発 見 年 月 日  

６発 見 の 事 情  

７現 状 宅地 水田 畑地 山林 道路 荒蕪地 原野 その他（      ） 

時 期：    年  月  日  ～      年  月  日 
８現 状の 変 更 

理 由： 

９出 土 品 

（種類・形状・数量） 

 

 

１０保 護 措 置      

１１参 考 事 項  開発面積       ㎡ 

 

指 導 事 項 発掘調査  立会調査  慎重工事  試掘・確認調査  その他（   ） 

〔注意事項〕①太線内は届出者が記入。 ②指導事項欄は都教育委員会で記入。 ③１・

７欄は該当項目を○で囲み、当該項目のない場合は（ ）内に記入。 

 


